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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第46期

第３四半期連結
累計期間

第47期
第３四半期連結

累計期間
第46期

会計期間
自2020年11月１日
至2021年７月31日

自2021年11月１日
至2022年７月31日

自2020年11月１日
至2021年10月31日

売上高 （千円） 19,289,320 21,560,655 31,051,907

経常利益又は経常損失（△） （千円） △485,195 △1,086,164 647,859

親会社株主に帰属する四半期純損

失（△）又は親会社株主に帰属す

る当期純利益

（千円） △410,407 △831,909 477,918

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △395,189 △824,628 500,271

純資産額 （千円） 11,050,319 10,971,149 11,945,776

総資産額 （千円） 23,468,255 27,284,153 22,198,047

１株当たり四半期純損失（△）又

は１株当たり当期純利益
（円） △16.42 △33.28 19.12

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 47.1 40.2 53.8

 

回次
第46期

第３四半期連結
会計期間

第47期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自2021年５月１日
至2021年７月31日

自2022年５月１日
至2022年７月31日

１株当たり四半期純損失（△） （円） △0.76 △4.12

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．第46期第３四半期連結累計期間及び第47期第３四半期連結累計期間における潜在株式調整後１株当たり四半

期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。第46期における潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載し

ておりません。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1）財政状態及び経営成績の状況

当第３四半期連結累計期間における世界経済は、新型コロナウイルス感染症の影響からの持ち直しの動きがみら

れるものの、長期化するウクライナ情勢やサプライチェーンの混乱の影響によるエネルギー価格・原材料価格の高

騰や、金融資本市場の変動により、将来的な見通しは今も不確実な状態が続いております。

わが国経済は、経済活動の正常化が進み、回復傾向にあるものの、世界経済の影響や日米の金利差拡大による円

安等の影響から、企業物価指数の上昇など先行き不透明な状況が続いております。

当社グループが属する住宅・不動産業界におきましては、住宅取得支援制度や住宅ローン金利が低い水準で推移

しておりますが、物価高による実質賃金の低下や建築費及び住宅用地の高騰に伴う住宅取得費の上昇による消費マ

インドへの影響など厳しい事業環境が続いております。

このような状況において、当社グループは、2024年10月期を最終年度とした中期経営計画を2021年12月21日に公

表し、計画達成に向けた取組みを推進しております。当社グループの企業使命感「豊かさの人生を創造する」を基

に、北海道の厳しい気象環境で鍛え上げられた、木の特性を活かした高断熱・高気密・高耐久の住宅建築技術を日

本全国に広め、脱炭素社会の実現に貢献することを目指しております。当期において、中期経営計画達成に向け、

木造賃貸住宅事業への参入に向けた木造４階建てマンション「LAPEACE（ラピス）」の発売開始、ドミナント戦略に

よる重要拠点への集中的な拠点展開を行うなど各種取組みに注力してまいりました。

 

　セグメントの経営成績は次のとおりであります。

①住宅事業

住宅事業の売上高は、建築コストの上昇に伴い住宅価格への転嫁を進めたことから140億72百万円（前年同期比

8.8％増）と増加しましたが、営業損失は価格転嫁以上に建築コストが上昇し、また、業績拡大に向け、期初から

進めていた積極的な先行投資費用の増加により11億７百万円（前年同期は営業損失５億78百万円）となりました。

②リフォーム事業

リフォーム事業の売上高は、住宅性能向上リフォームを中心とした受注が順調に推移したことから26億８百万円

（前年同期比19.0％増）と増加しましたが、営業損失は販促費を積極的に投下したことなどから２億16百万円（前

年同期は営業損失１億99百万円）となりました。

③不動産事業

不動産事業の売上高は、新規拠点の展開等により住宅用地をはじめとした不動産売買事業が順調に推移したこと

及び分譲住宅の販売が売上高に寄与したことから44億28百万円（前年同期比21.1％増）、営業利益は売上総利益が

大幅に増加したことから３億55百万円（前年同期比11.0％増）となりました。

④賃貸事業

賃貸事業の売上高は、前期に計上した大型の営繕工事売上高の反動減により４億51百万円（前年同期比9.9％

減）、営業利益は１億10百万円（前年同期比18.3％減）となりました。

 

以上の結果、売上高は215億60百万円（前年同期比11.8％増）と増加しましたが、原価率の上昇や販管費の増加な

どから、営業損失は11億48百万円（前年同期は営業損失５億23百万円）、経常損失は10億86百万円（前年同期は経常

損失４億85百万円）、法人税等調整額（益）４億22百万円を計上したことから、親会社株主に帰属する四半期純損失

は８億31百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失４億10百万円）となりました。

なお、当社グループの売上高は、通常の営業の形態として、冬期間の影響により第１四半期及び第２四半期に比べ

第３四半期及び第４四半期に完成する工事の割合が大きいため、業績に著しい季節変動があります。また、法人税等

調整額（益）につきましても同様の理由から、第１四半期及び第２四半期は増加傾向にあり、第３四半期及び第４四

半期は減少傾向にあります。
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財政状態の状況は次のとおりであります。

（資産）

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は、現金預金の減少、販売用不動産及びその他流動資産の増加によ

り前連結会計年度末と比較して50億86百万円増加し、272億84百万円となりました。

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末における負債は、工事未払金等の減少、短期借入金及び契約負債（前連結会計年度に

おいては未成工事受入金）の増加により前連結会計年度末と比較して60億60百万円増加し、163億13百万円となりま

した。

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末における純資産は、季節的要因による利益剰余金の減少により前連結会計年度末と

比較して９億74百万円減少し、109億71百万円となりました。

 

(2）経営方針・経営戦略等

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあり

ません。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更及び

新たに生じた課題はありません。

(4）研究開発活動

当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、29百万円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

３【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 54,655,400

計 54,655,400

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現在発行数

（株）
（2022年７月31日）

提出日現在発行数（株）
（2022年９月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 25,775,118 25,775,118

東京証券取引所

（スタンダード市場）

札幌証券取引所

権利内容

に何ら限

定のない

当社にお

ける標準

となる株

式であ

り、単元

株式数は

100株であ

ります。

計 25,775,118 25,775,118 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項ありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項ありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額

（千円）

資本準備金残
高（千円）

2022年５月１日～

2022年７月31日
－ 25,775,118 － 7,114,815 － 3,927,452

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（2022年４月30日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

①【発行済株式】

    2022年７月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 777,600 －
権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式

完全議決権株式（その他） 普通株式 24,986,900 249,869 同上

単元未満株式 普通株式 10,618 － 同上

発行済株式総数  25,775,118 － －

総株主の議決権  － 249,869 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式11,662株が含まれております。また、

「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数116個が含まれております。

②【自己株式等】

    2022年７月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

株式会社土屋ホールディ

ングス

札幌市北区北９条西

３丁目７番地
777,600 － 777,600 3.02

計 － 777,600 － 777,600 3.02

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2022年５月１日から2022

年７月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年11月１日から2022年７月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、監査法人銀河による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2021年10月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年７月31日)

資産の部   

流動資産   

現金預金 5,684,207 4,301,177

完成工事未収入金等 448,502 －

完成工事未収入金等及び契約資産 － 853,034

未成工事支出金 741,637 1,377,470

不動産事業支出金 74,606 136,268

販売用不動産 4,409,495 7,080,441

原材料及び貯蔵品 151,971 259,529

その他 400,207 2,360,817

貸倒引当金 △3,465 △5,835

流動資産合計 11,907,164 16,362,903

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,149,785 2,458,728

機械装置及び運搬具（純額） 605,836 548,968

土地 5,573,784 5,647,685

リース資産（純額） 42,858 48,854

建設仮勘定 157,407 29,631

その他（純額） 29,529 30,234

有形固定資産合計 8,559,201 8,764,102

無形固定資産   

その他 251,027 243,445

無形固定資産合計 251,027 243,445

投資その他の資産   

投資有価証券 665,659 672,640

長期貸付金 79,082 76,615

繰延税金資産 363,367 785,877

その他 451,388 462,582

貸倒引当金 △89,330 △88,191

投資その他の資産合計 1,470,167 1,909,525

固定資産合計 10,280,395 10,917,073

繰延資産   

創立費 897 453

開業費 9,590 3,723

繰延資産合計 10,487 4,176

資産合計 22,198,047 27,284,153
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2021年10月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年７月31日)

負債の部   

流動負債   

工事未払金等 3,178,495 2,554,727

短期借入金 － 3,500,000

リース債務 17,498 19,819

未払法人税等 246,837 63,493

未払消費税等 409,056 －

未成工事受入金 3,039,351 －

契約負債 － 5,219,726

完成工事補償引当金 111,872 102,923

その他 1,497,949 3,095,477

流動負債合計 8,501,061 14,556,166

固定負債   

リース債務 31,360 34,709

役員退職慰労引当金 134,875 146,602

退職給付に係る負債 798,266 794,683

資産除去債務 70,665 82,083

その他 716,042 698,759

固定負債合計 1,751,209 1,756,837

負債合計 10,252,270 16,313,004

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,114,815 7,114,815

資本剰余金 4,427,452 4,427,452

利益剰余金 696,982 △284,911

自己株式 △156,880 △156,894

株主資本合計 12,082,369 11,100,461

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △139,339 △134,037

退職給付に係る調整累計額 2,747 4,725

その他の包括利益累計額合計 △136,592 △129,312

純資産合計 11,945,776 10,971,149

負債純資産合計 22,198,047 27,284,153
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2020年11月１日
　至　2021年７月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年11月１日
　至　2022年７月31日)

売上高 19,289,320 21,560,655

売上原価 14,103,531 16,278,519

売上総利益 5,185,789 5,282,135

販売費及び一般管理費 5,709,633 6,430,653

営業損失（△） △523,844 △1,148,517

営業外収益   

受取利息 2,456 2,037

受取配当金 14,983 14,842

受取事務手数料 6,955 27,496

固定資産税等精算金 9,291 11,277

その他 29,434 26,000

営業外収益合計 63,121 81,654

営業外費用   

支払利息 8,030 9,307

開業費償却 5,619 5,866

和解金 6,543 －

その他 4,279 4,126

営業外費用合計 24,472 19,301

経常損失（△） △485,195 △1,086,164

特別利益   

投資有価証券売却益 － 441

特別利益合計 － 441

特別損失   

固定資産除却損 3,245 7,287

和解金 － 30,000

その他 － 868

特別損失合計 3,245 38,156

税金等調整前四半期純損失（△） △488,441 △1,123,879

法人税、住民税及び事業税 102,991 130,948

法人税等調整額 △181,025 △422,918

法人税等合計 △78,034 △291,970

四半期純損失（△） △410,407 △831,909

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △410,407 △831,909
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2020年11月１日
　至　2021年７月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年11月１日
　至　2022年７月31日)

四半期純損失（△） △410,407 △831,909

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 14,244 5,302

退職給付に係る調整額 972 1,978

その他の包括利益合計 15,217 7,280

四半期包括利益 △395,189 △824,628

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △395,189 △824,628
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

収益認識会計基準等の適用による主な変更点は次のとおりです。

工事契約に係る収益認識

従来は、請負工事契約に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる工事には工事進行基準を、そ

れ以外の工事には工事完成基準を適用しておりました。これを第１四半期連結会計期間より、一定の期間にわ

たり充足される履行義務は、少額もしくは期間が短い工事を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当

該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識し、少額もしくは期間が短い工事については一定の期間にわ

たり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識することとしております。なお、履行義務

の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合（インプット法）で算出しており

ます。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ておりますが、利益剰余金期首残高、当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示して

いた「完成工事未収入金等」は、第１四半期連結会計期間より「完成工事未収入金等及び契約資産」に含めて

表示しております。また、「流動負債」に表示していた「未成工事受入金」は、「契約負債」として表示して

おります。

なお、収益認識会計基準第89－２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示

方法により組替えを行っておりません。

さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28－15項に定め

る経過的な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を

記載しておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に係る会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19号及び「金融商品に関する会計

基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計

基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表

に与える影響はありません。

（追加情報）

（会計上の見積りにおける一定の仮定）

 当社グループは、新型コロナウイルス感染症の影響について、今後の収束時期等を予想することは困難なこ

とから、当社グループは2022年10月期の一定期間にわたり当該影響が継続するという前提に基づいて会計上の

見積りを行っております。
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（四半期連結貸借対照表関係）

保証債務

　下記の住宅購入者に対する金融機関の融資について保証を行っております。

 
前連結会計年度

（2021年10月31日）
当第３四半期連結会計期間

（2022年７月31日）

住宅購入者 2,839,321千円 3,225,238千円

　なお、住宅購入者(前連結会計年度268件、当第３四半期連結会計期間287件)に係る保証の大半は、公的資金

等が実行されるまで金融機関に対しての一時的な保証債務であります。

 

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間（自 2020年11月１日 至 2021年７月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自 2021

年11月１日 至 2022年７月31日）

　当社グループの売上高（又は営業費用）は通常の営業の形態として、第１四半期及び第２四半期に比べ第３

四半期及び第４四半期に完成する工事の割合が大きいため、連結会計年度の第１四半期及び第２四半期の売上

高（又は営業費用）と第３四半期及び第４四半期の売上高（又は営業費用）との間に著しい相違があり、業績

に季節的変動があります。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりでありま

す。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 2020年11月１日
至 2021年７月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 2021年11月１日
至 2022年７月31日）

減価償却費 300,484千円 302,486千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2020年11月１日　至　2021年７月31日）

１．配当に関する事項

　配当金支払額

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年12月15日

取締役会
普通株式 24,997 1 2020年10月31日 2021年１月29日 利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2021年11月１日　至　2022年７月31日）

１．配当に関する事項

　配当金支払額

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年12月14日

取締役会
普通株式 149,984 6 2021年10月31日 2022年１月28日 利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2020年11月１日　至　2021年７月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：千円）

 報告セグメント
調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２）

 住宅事業
リフォーム

事業
不動産事業 賃貸事業 合計

売上高        

外部顧客への売上高 12,940,013 2,191,895 3,656,819 500,592 19,289,320 － 19,289,320

セグメント間の内部

売上高又は振替高
47,990 － 11,913 110,266 170,170 △170,170 －

計 12,988,003 2,191,895 3,668,732 610,858 19,459,490 △170,170 19,289,320

セグメント利益又はセ

グメント損失（△）
△578,458 △199,797 320,268 134,752 △323,235 △200,608 △523,844

　（注）１．セグメント利益又はセグメント損失の調整額△200,608千円には、セグメント間取引消去△2,347千円、各報

告セグメントに配分していない全社費用△198,260千円が含まれております。全社費用の主なものはグルー

プの管理部門に係る費用であります。

２．セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2021年11月１日　至　2022年７月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：千円）

 報告セグメント
調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２）

 住宅事業
リフォーム

事業
不動産事業 賃貸事業 合計

売上高        

外部顧客への売上高 14,072,425 2,608,180 4,428,770 451,278 21,560,655 － 21,560,655

セグメント間の内部

売上高又は振替高
261,247 4,286 486,881 91,961 844,377 △844,377 －

計 14,333,673 2,612,466 4,915,652 543,239 22,405,032 △844,377 21,560,655

セグメント利益又はセ

グメント損失（△）
△1,107,194 △216,042 355,635 110,126 △857,474 △291,043 △1,148,517

　（注）１．セグメント利益又はセグメント損失の調整額△291,043千円には、セグメント間取引消去△97,103千円、各

報告セグメントに配分していない全社費用△193,939千円が含まれております。全社費用の主なものはグ

ループの管理部門に係る費用であります。

２．セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当第３四半期連結累計期間（自　2021年11月１日　至　2022年７月31日）

（単位：千円）
 

 

報告セグメント

計

住宅事業
リフォーム

事業
不動産事業 賃貸事業

一時点で移転される財 13,570,865 2,608,180 4,238,560 451,278 20,868,884

一定の期間にわたり
移転される財 501,560 － 190,210 － 691,771

顧客との契約から
生じる収益

14,072,425 2,608,180 4,428,770 451,278 21,560,655

外部顧客への売上高 14,072,425 2,608,180 4,428,770 451,278 21,560,655

　

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2020年11月１日

至　2021年７月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2021年11月１日
至　2022年７月31日）

１株当たり四半期純損失 16円42銭 33円28銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純損失（千円） 410,407 831,909

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失

（千円）
410,407 831,909

普通株式の期中平均株式数（株） 24,997,526 24,997,456

　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2022年９月13日

株式会社土屋ホールディングス

取締役会　御中

 

監査法人　銀　河

北海道事務所

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 川上　洋司

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 杢大　　充

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社土屋

ホールディングスの2021年11月１日から2022年10月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2022年５月１日

から2022年７月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年11月１日から2022年７月31日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期

レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社土屋ホールディングス及び連結子会社の2022年７月31日現在

の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全

ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど
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うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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